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学校再開についてのお知らせ 

 

 薫風の侯、保護者各位におかれましてはますますご清祥のことと拝察します。 

さて、猛威を振るった新型コロナウイルス感染症ですが、ようやく感染収束に向か

いつつあるようです。蒲島知事も 5月 5日（火）に、休業要請の段階的解除の方針を

発表しております。その休業要請解除の指針で、高等学校は 5月 7日（木）から解除

の対象となっておりましたが、5月 14日（木）に、政府から熊本県の緊急事態宣言が

解除された事を受け、5月 18日（月）より県立学校の限定的再開との方針が発表され

ました。 

ただ、本校は、5月 20日（水）に県教委からの方針が発表されるという報道を受

け、予め 5月 25日（月）学校再開の方針で準備を進めてきた経緯があり、18日

（月）の学校再開が間に合わない事から、5月 25日（月）に学校を再開することにな

りました。 

保護者各位におかれましては、ご心配の向きもあるとは思いますが、何卒、ご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

（１）5月 25日（月）から、段階的に学校再開を行います。なお、5月 25日（月）～29日

（金）は、学年ごとに時間をずらして登校を行い、特別時間割によってすすめていきま

す。（裏面を参照してください） 

（２）当面の間、①教室の換気の徹底、②教職員・生徒のマスク着用の徹底、③手洗い・手

の消毒等の指導、④感染のリスクが高いような学習活動（家庭科における調理実習、体

育における生徒同士が近距離で組み合うような活動、他の都道府県等へ移動する校外

学習や宿泊を伴う学校行事は控えさせて頂きます 

（３）部活動についても、5月 25日（月）から、練習時間を 2時間に限定する等、段階的

に再開します。ただし、対外試合や合宿、他の都道府県への遠征・練習試合等は当面の

間、禁止します 

（４）寮については、5月 24日（日）12：00から再開しますが、緊急事態宣言が継続して

いる都道府県在住の寮生については、学校から指示があるまで自宅での待機を継続し

て下さい。（その間の、出席取り扱いについては公欠扱いとします） 

 

 

以上 


